
淀川河川公園下流域地域協議会 設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「淀川河川公園下流域地域協議会」（以下、協議会という。）の設置に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（対象地区） 

第２条 協議会で検討する対象地区は、大阪府守口市域（庭窪河畔・八雲・八雲野草・守

口・外島地区）及び大阪市域に位置する淀川河川公園及びその予定区域とする。 

（目的） 

第３条 協議会は、淀川河川公園において、基本計画の理念を実現するため、淀川河川公

園の利用に関する様々な意見を聞き、各地区におけるゾーニング計画の実現や、具体的

な整備や管理運営への反映について協議を行うことを目的とする。 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は次に掲げる委員をもって構成する。 

（１）利用者・利用団体の代表者 

（２）地域住民の代表者 

（３）地域の自然環境等に関し専門的な知識を有する者 

（４）地元自治体の職員 

２ 委員の任期は、本規約を施行する日から平成 30 年 3月 31 日までとする。 

３ 委員の再任は、協議会の合意によるものとする。 

（地区会議） 

第５条 地域協議会は、必要に応じて、地区毎に関係者による地区会議を設置することが

できるものとする。 

（新規加入） 

第６条 新たに委員になろうとする者は、第 14条に規定する事務局に、委員となる意思表

示を行い、協議会の合意が得られた場合に、委員となることができる。 

（退会及び解任） 

第７条 退会しようとする者は、第 14 条に規定する事務局に書面をもって連絡しなければ

ならない。 

２ 協議会の運営に著しい支障をきたす場合、協議会の合意により委員を解任すること

ができる。 

（会長及び副会長） 

第８条 協議会に会長１人及び副会長１人を置き、委員の互選により選任する。 

（１）会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

（２）副会長は会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を補佐する。 
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（協議会の会議） 

第９条 協議会の会議は会長が招集する。 

（１）協議会の会議の議長は、会長がこれに当たる。 

（２）会長は、意見を聴取することを必要と認める場合、協議会の会議に委員以外の者の

出席を要請することができる。 

（運営） 

第 10 条 会議は次の事項を遵守し運営する。 

（１）自由な発言の尊重 

（２）特定の個人・団体の誹謗・中傷の禁止 

（３）各委員の尊重（地域住民・利用者・自治体・公園管理者の役割の尊重） 

（４）建設的な提案型の意見交換 

（公開） 

第 11 条 協議会の会議は、原則として公開とする。 

２ 協議会の会議の開催は、日時場所等についてあらかじめ広く周知する。 

３ 協議会の資料・議事要旨は、印刷物等で公開する。 

（会議録） 

第 12 条 協議会の会議録については、次の事項を記載した議事録を以下の要領で作成する。 

（１）発言内容は要旨とする。 

（２）発言者は匿名とし、地域住民・利用者・行政委員・学識者委員・事務局に区分して

記載する。 

（合意） 

第 13 条 協議会の会議の合意は、協議会の会議に出席した委員の過半数の賛成により成立

するものとする。 

(事務局) 

第 14 条 協議会の会務を処理するために事務局を設ける。 

２ 事務局は、淀川河川事務所に置く。 

３ 淀川河川事務所は、事務局を民間企業等に委託することができる。 

（事務局の所掌事務） 

第 15 条 事務局は次に掲げる事務を行う。 

（１）協議会の会議の議事に関する事項 

（２）協議会の会議の議事要旨の作成及び公開に関する事項 

（３）その他、協議会が付託する事項 

（要綱改正） 

第 16 条 この要綱は協議会の委員の発議により、委員総数の三分の二以上（委任状含む）

の合意を得て、改正することができる。 

附則 

本規約は、平成 23 年 3月 2 日から施行する。 



平成３０年２月６日現在 

淀川河川公園下流域地域協議会 委員名簿 

委員名 所属・役職 属性 備考 

北斗 邦男 守口市 北十番連合町会 会長 地域住民代表（守口市） 

岩岸 敏雄 
大阪市北区 地域振興会 
   豊仁連合振興町会 会長 

地域住民代表（大阪市北区） 

外村 千代子 
大阪市都島区 地域振興会 
   淀川連合振興町会 会長 

地域住民代表（大阪市都島区） 

矢山 英夫 
大阪市福島区 地域振興会 
   鷺洲連合振興町会 会長 

地域住民代表（大阪市福島区） 

木村 康夫 
大阪市淀川区 地域振興会 
   木川南連合振興町会 会長 

地域住民代表（大阪市淀川区） 

松尾 雅司 
大阪市東淀川区 地域振興会 
   大桐連合振興町会 会長 

地域住民代表(大阪市東淀川区)

寺西 健三 
大阪市旭区 地域振興会 
   太子橋連合第五振興町会 会長 

地域住民代表（大阪市旭区） 

辻川 松子 淀川管内河川レンジャーアドバイザー 利用者・利用団体代表 

増田 昇 大阪府立大学 名誉教授 学識経験者 会長 

高田 直俊 大阪市立大学 名誉教授 学識経験者 副会長 

酒井 毅 
大阪府 都市整備部都市計画室  
公園課  公園整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長補佐 

地方自治体（大阪府） 

土橋 国治 守口市 都市整備部 公園課長 

地元自治体（守口市） 

阪本 和也 
守口市 市民生活部  
ｽﾎﾟｰﾂ･青少年課長 

竹野 瑞光 大阪市 建設局 公園緑化部 調整課長 地元自治体（大阪市） 

【公園管理者】（淀川河川事務所） 

所属・役職 氏 名 

淀川河川事務所 副所長（水辺） 岩崎 健 

淀川河川事務所 河川公園課長 片岡 佳三 



淀川河川公園地域協議会と他の協議会の検討状況
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守口再整備

＝目次＝

1.守口地区の再整備について

2.市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理

3.機能検討過程

4.導入可能性調査結果の報告

5.まとめ

6.今後の進め方
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１．守口地区の再整備について（現在の進捗概要）

（3）合同ヒアリングの実施
・事業背景・概要と今後の進め方について
・WGへの参加要望

（1）事業の周知
・淀川河川事務所HPへの事業概要の公開
⇒河川事務所が最低限求める機能を整理
・守口門真商工会議所等へのサウンディング調査

（2）合同ヒアリングに向けた検討
・住民アンケート実施
・事業スキーム定性評価
・民間事業者資金繰り簡易検討

淀川河川公園
下流地域協議会開催

第1回WG

第2回WG

第3回WG

淀川河川公園下流地域協議会報告（最終）

淀川河川公園
下流地域協議会報告

平成29年度

平成30年度

検討結果

今回

• 企業訪問や商工会議所等へのヒアリ
ング調査を実施し、企業の意向や官
民連携事業への参画可能性につい
て把握。

• 住民・利用者のニーズを把握.ニーズ
を踏まえた導入機能を検討。

• 官民連携事業について、概略ではあ
るものの一定の収益性を確保出来る
ことが確認。

• 官民連携事業に関する企業の意見
や要望を抽出。

• 企業のWGへの参加に繋がる。

• WG等これまでの調査検討を通じて、
守口地区の再整備事業に必要な導
入機能や施設イメージ、利用イメージ
等について共通認識を醸成.

• 官民連携事業についての一定の可
能性を確認.
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１．守口地区の再整備について（第1回下流域地域協議会の振り返り（質疑対応））

指摘事項・主な意見等 対応・検討内容 主な対応頁

1

•公園の整備と一体的に行ってほしい。
•ＳＣ（サービスセンター）の議論か、公園利用の議論かどちらかに限ると
いうことではなく、どちらも別々に議論する必要があるのではないか。
•資料に示されている赤区域（スポーツプラザ跡地）と緑区域（淀川河川
公園都市計画決定区域）は深く関連しているので、一体的に議論したら
どうか。一体的に目標を定めて議論するのが参加者の望みではないか。
•守口の地域性が出るのはよいが、淀川河川公園は広いため、もっと広
いエリアについて考えるべきではないか。赤区域は堤内と堤外がつなが
る面白い場所である。赤区域だけの機能を考えるのではなく、玄関口で
あることを意識した広域的なエリアを対象としてほしい。

•守口地区全体において必要とされる機能や、そ
の中でもＳＣにおいて必要とされる機能等につ
いてWGで議論を深める。（公園の利用イメージ
や必要と考える施設・機能の抽出を行う。）
•公園利用に関しては、守口地区と外島地区・太
子橋地区の利用を一体的に考える。

P.13～17

2 •民活だとマネジメントは大切だが、自然ももっと考えるべき。館の中で子
どもや大人が自然をテーマに五感を育てることが大事。

•例として「自然を感じることのできる体験教室の
開催」といったイベント等が開催できるような「ス
ペース」を民間が運営する貸会議室等として設
ける等、検討を進める。

P.13～17
P.25～27

3
•河川敷そのものの話は、下流域地域協議会で議論してきたことであり、
検討事項等があれば、その都度協議会へ報告してもらわなければいけ
ない。

•守口地区再整備の件に関しては、WGの開催状
況の進捗に応じて協議会を開催する。（第2回
WG後に一度協議会に報告）
•その他の下流域での各種取組み等については、
協議会等で情報提供を図る。

P.1

4
•議論に民間事業者等を入れるとあるが、いろいろな人に入ってもらうと
検討する対象が分からなくなり、箱物（ハード）の検討だけになる可能性
がある。下流域地域協議会でスムーズに議論したいのでよろしくお願い
したい。

•WGには民間事業者の意見を関係者に知って
いただくための会を設けて、事業性を担保する
ための必要機能等についても、理解いただく。
•なお、WGの結果については下流域地域協議会
の場で報告する。

P.7

5 •利用者、活動する人が利用しやすく、淀川の特性を活かした施設にして
ほしい。

•WGにおいて、公園管理機能に加えて、公園の
利用イメージや必要と考える施設・機能の抽出
を行う。

P.13～17
P.25～27

6 •ＳＣ機能として具体的提案はあるのか。
•WGにおいて3つの方向性（自然体験、地域振
興、健康）を例として示し、現段階では「健康・自
然型」として想定。公園の利用イメージや必要と
考える施設・機能の抽出を行う。

P.13～17
P.25～27

7
•ＳＣの建て替えの話だが、防災機能はどう考えているか。防災センター
も一緒に作って欲しい。
•防災機能に関しては、舟運機能も含め考えられるのではないか。今後
の検討は途中段階でこの協議会に報告いただきたい。

•防災機能や舟運機能（非常時の物揚場等）とし
ての機能は、今後のWGで検討していく。

P.17
P.27、28

第1回下流域地域協議会（2017/08/29）
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ストック効果 淀川河川公園における役割 計画や現況特性からの必要性

河川公園管理
○河川公園の中心的な施設としての機能

◎ ・従来のサービスセンターとしてとして必要な効果、機能○河川レンジャー活動拠点

○淀川河川公園の情報発信機能

環境維持・改善
自然環境の保全・活用

○都市部の生物多様性向上機能
○都市部における環境の向上機能
○自然とのふれあい機能

◎ ・河川環境、地域の自然環境の向上として必要な機能

景観形成
○良好な景観形成による地域との調和やシンボル
的な景観

○ ・地区の整備において、環境との調和が必要

健康・レクリエーション空
間提供

○多世代にわたる健康増進機能
○余暇活動の場
○憩いやすらぎの空間としての機能

◎
・地区イメージ継続
・周辺の病院や河川公園の運動施設との機能充実を図るため必
要

防災性向上
○防災倉庫としての機能
○避難路としての機能
○水害対応機能

○
・地域や地区を地震や水害等の災害から守るなど、地域の安全
性向上として必要

文化伝承
○歴史的資源の保全・活用機能
○文化的資源の保存・継承機能

- ・淀川では既存施設（淀川歴史資料館）がある

子育て・教育 ○子育て支援機能 -
・子どもの体験学習は、河川公園管理機能で補完可能
・保育施設は、地区内設置の必要性が不明確

コミュニティ形成
○多世代交流機能
○地域住民、団体の交流・連携の機能

◎
・住宅地に位置すること、総合病院や小中学校等が点在してい
ることなどから多世代交流ができる場が必要

観光振興
○地域の観光PR機能

◎
・案内機能は、河川公園管理機能で補完可能
・イベント等のソフト対策は、河川公園管理機能で補完可能
・守口宿や舟運など、守口の歴史を活用○河川の賑わいの再生・創出機能

地域経済活性化 ○イベント等の開催による地域経済を活性化機能 ○ ・イベント等のソフト対策は、河川公園管理機能で補完可能

社会資本としての都市公園は多様な機能を有しており、河川公園管理とその他9つの効果に分類される。（「都市公園のストック効果向上に向けた手
引き（平成28年5月国交省）」参照）
守口地区に必要な効果について、淀川河川公園が関連する計画や現況特性から整理すると、「河川公園管理」「環境維持・改善、自然環境の保全・活
用」「健康・レクリエーション空間提供」「コミュニティ形成」「観光振興」効果が求められていると考えられる。

１．守口地区の再整備について（第1回下流域地域協議会の振り返り（地区に求められる役割））



守口地区の再整備に関する導入機能（案）
求められる効果を具体的な導入機能（案）として整理しなおすと、以下６つのキーワードが抽出できる。
● 公園管理 ： 公園として最低限必要な機能、ビジターセンター

（管理運営、情報提供、レンジャーの活動拠点など）
● 自然とのふれあい ： 都市部であるが日常的に自然を身近に感じ、ふれあえる場
● 教育・研究 ： 環境維持・改善に向けた啓発、知識習得の場
● 憩い・交流 ： 住宅地に位置する公園としてより多くの人が憩い、交流できる賑わいの場
● 健康・レクリエーション ： 広域的な河川公園としてより多様な体験や活動に利用できる場
● 観光 ： 守口宿や舟運等の守口の歴史を通して守口らしさを感じる場

社会的背景・歴史
〇健康増進 〇コミュニティ形成 〇団地、病院が隣接 〇宿場町

社会的背景・歴史
〇健康増進 〇コミュニティ形成 〇団地、病院が隣接 〇宿場町

河川公園としての機能
○親水性 ○生物多様性（自然、動植物） ○オープンスペース 〇情報提供

河川公園としての機能
○親水性 ○生物多様性（自然、動植物） ○オープンスペース 〇情報提供 淀川河川公園下流地域協議会

検討プラットフォーム
アンケート・市場調査

「河川公園管理」「環境維持・改善、自然環境の保全・活用」「健康・レクリエーション空間提供」
「コミュニティ形成」「観光振興」

守口地区に
求められる効果

【もの】の提供
・会議室 ・軽食、カフェ ・資料室 など

【こと】の提供
・イベント、プログラム ・セミナー
・自然環境の知識 など

【守口らしさ】の提供
・宿場町の雰囲気 ・多世代交流 など

河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴史・文
化、人との関わりを大切にした公園にする

淀川河川公園の
整備の考え方

【組織の役割について】
淀川河川公園下流地域協議会
• 淀川河川公園基本計画（平成20年8月改定）に基づき設置されている組織
• 全４ブロック（上流、中流左岸、中流右岸、下流）に分かれ、地区ごとの特性に応じた協議
が進められる

• なお、上位組織として地域協議会の代表者が出席する「全体協議会」がある
検討プラットフォーム
• 守口サービスセンターを核とした、守口地区周辺の利活用促進に向けた検討組織
• 公園管理者、公園利用者（下流地域協議会メンバー含む）、運営者となり得る民間企業な
どが参加する「WG（ワーキング）」を開催し、管理運営等に関する話し合いを行う

検討プラットフォーム

下流地域協議会

地域住民公園利用者

民間事業者公園管理者

参加 参加

参加報告

参加
参加・承認

報告・申請

１．守口地区の再整備について（第1回下流域地域協議会の振り返り（地区の整備イメージ））

今回
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２．市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理

・下流域地域協議会
・守口地区再整備ワーキング（WG）
・民間ヒアリング
・合同ヒアリング
・WEBアンケート
・住民アンケート

これまでに、守口地区再整備に求められる機能等の把握のために、意見等収集の場として以下の会議等を実施して
いる。意見等収集の流れは以下のとおりである。

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

下流域地域協議会

WG

民間ヒアリング

合同ヒアリング

WEBアンケート

住民アンケート

報告 報告

反映

参加

第1回下流域地域協議会以降の検討内容の紹介
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【参加メンバー】
・公園管理者：淀川河川事務所
・公園利用者：守口市北十番連合町会会長

守口門真商工会議所
・地元自治体：守口市 都市整備部 公園課課長

【主な意見】

これまでのサービスセンターの位置で飲食や物販機能を配置することは、淀川から離れており不便。

ジョギングや散策等の河川利用者用として、堤防天端付近にトイレやシャワー、軽い飲食施設があれば利用者が多いと考える。

再整備にあたっては、駐車場からの収益を建設費に充当する等の仕組みも考えられる。

水際部に船着場等を整備し、舟運機能や親水空間と一体となった公園整備が望ましい。

駅等から河川公園までのわかりやすいルート標示があると良い。

場所の持つ特性を考えながら、公益機能と付加機能のバランスを持たせた機能配置で検討を進める。

【第1回WG】
・平成29年10月6日（金）
14：00～16：00

【WGの目的】
淀川河川公園守口地区に求められる機能や役割、利用イメージ等について、
より利用者ニーズに合った施設整備や、持続可能な運営等に役立てるため、
公園管理者や公園利用者、地元自治体を交えて意見交換を実施した。

①第１回WG結果概要
２．市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理
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【参加メンバー】
・公園管理者：淀川河川事務所、淀川河川公園管理センター
・公園利用者：守口市北十番連合町会会長
・地元自治体：守口市都市整備部公園課、都市計画課、

市民生活部スポーツ・青少年課、
企画財政部企画課

・企 業：リース会社、一般財団法人公園財団

【主な意見】

建物はなるべく堤防に近づけられると良い。大きな建物は必要ないがカフェなどがあると利用者も多いのではないか。

サービスセンターでレンタルサイクルの貸し出しを行えば、市街との連携も取れる。

歩道橋を撤去し、河川への視線誘導ができないか。

⇒ 歩道橋に接続する建物を整備しないのであれば、老朽化もあるため撤去も考えられる。

周辺の自販機などの売り上げも収入に含められればそれなりの収入が得られる。民間事業者の事業範囲（整備範囲と管理範囲）を
明確にしてほしい。

⇒ 国営公園としての管理業務もあるため、民間事業者の介入については駐車場と建物の収益を対象と考えている。

スポーツプラザ跡地を有料駐車場とする場合、公園の既存駐車場は無料であるため、そちらに流れてしまわないか。

別途学生に意見を聞く機会があり、機材等貸し出しのあるバーベキューがほしいという意見があった。

民間の収入という点では、テニスコートや野球場を利用した教室を開くことも考えられる。

対象地は市の中でも重要な場所であるが、主要な出入り口は階段ばかりのイメージがある。建物を建てる際は、高低差を物理的に解
消する計画や誘導手法の検討など、堤防へ誘導できる仕掛けが必要と思われる。

【第２回WG】
・平成30年1月12日（金）
10：00～12：10

【WGの目的】
市場調査やアンケート等の結果も踏まえた機能の見直しについて、第1回WGで
の参加メンバーに加え、企業等も交えて意見交換を行った。また、官民連携事業
の可能性や付加機能を含む施設の配置等について確認した。

②第２回WG結果概要
２．市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理
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③民間ヒアリング

【健康関連企業】2017/10/31
・戦略としてお店を広げていくことを目的としているのではなく、健康づくりの一環として食堂やカフェをフランチャイズで実施。

・単独店（食堂）はより健康を重視する世代を顧客対象としている。

・コーヒー取扱い店（カフェ）は単独店よりも緩い規程でFC契約可能。食堂ではお客様の層が限定されるが、カフェではより幅広い層の顧客獲得に向け
ていきたい。家電量販店やスーパーなどでもFC可能。
・併設ショップ型（コラボ店）は既存店舗の併設店として実施するもの。新潟県長岡市の事例では市の健康まちづくりの一環として市所有の建物への指
定管理の併設店舗としてノウハウを提供。丁度1年程度が経過した。併設ショップ型は今後5年で30店舗ほどを見込んでいる。異業種とのコラボを期待
しており、富山市総合体育館ではPFI（3年間の補助金）でFCを実施。
・店舗の出店に関しては、集客性の有無と周辺の顧客層が合致するかどうかを重視する。健康に気を遣う層は高齢者が多い。

・その他の事項としては最寄駅からの距離や最寄駅の乗降客数など。

・個人的な意見として、公園内という条件では資金回収が難しいと感じる。

・フランチャイザーであり、フランチャイジーでないため、テナントとして参加はできない。

【リース会社】2017/7/27
・大阪府立門真スポーツセンター（東和薬品RACTABドーム、なみはやドーム）の近くにある「フレスポ門真南」や「フレスポ東大阪」と似た商圏のエリア
だと認識している。
・商業の観点からは人口密度が高く、スーパーマーケットが成立しやすいと考えている。よって客数は商業施設の立地として十分だが、問題点として守
口・門真エリアは客単価が低いことが開発の重点ポイントとしてある。
・国道１号線含め交通量の多い地域であるため、倉庫や事務所機能はニーズが高いと思われる。
・コンセプトからまずは考えていきたい。公園ということも考えれば健康や病院との連携等。特に地域で何が必要とされているかはつかむ必要がある。
・松下記念病院、大阪国際大学（スポーツの学科）と連携していけると面白い施設になると考える。
・淀川河川公園との一体感が乏しく、公園施設として利用している人が少ないと思う。利用者の多い河川敷側の公園との一体感は出していきたい。
・駐車場側で何かできると淀川河川公園との一体感が生まれる。駐車場側で検討できると良い。
・魅力施設を建てることで公園の印象が変わると考える。
・公園の魅力向上に対して都市公園法などの規制がハードルになっている。
・公園利用者だけでは店舗が成立せず、道路から見える位置に建てるなど、施設の認知度向上が求められる。

【スポーツメーカー】2017/11/9
・スポーツ振興に関していえば業界の中では後発。しかし積極的に実施していきたい。
・ランニングコースを設置したり、地元の人たちが使う施設が良いと思う。地元の方の生活パターンに組み込めることが重要。
・地域のコミュニティスペースなど、そこにいかないとないもの等。
・他には屋内型スポーツや体力測定が可能な施設等。
・指定管理者方式は古い考えと捉えている。指定管理料は上がる要素がないうえ、利用者はサービス水準が上昇すると考えていることが、運営側へ
の負担と剥離につながっている。5年後には時代にそぐわない手法となると思う。指定管理者方式では良くて（収支が）トントン。
・事業者にとってPFIの方が建物や施設の自由度は高いと感じる。
・場所だけでいえば事業地としては悩んでいる。河川敷からの動線や本当に（河川敷から）人が来るのかが重要。

２．市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理
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対象の町丁字

下島町

外島町

新橋寺町

桃町

梅町

八雲西町1丁目

（一部）

北斗町

日光町

矢島町

対象自治体

大阪市都島区 豊中市

大阪市福島区 吹田市

大阪市西区 高槻市

大阪市天王寺区 守口市

大阪市西淀川区 枚方市

大阪市東淀川区 茨木市

大阪市東成区 寝屋川市

大阪市生野区 大東市

大阪市旭区 門真市

大阪市城東区 摂津市

大阪市淀川区 東大阪市

大阪市鶴見区 四條畷市

大阪市北区 交野市

大阪市中央区 尼崎市

10km

回答者数（N＝1,384）

・周辺住民だけでなく、淀川河川公園を利用す
る広いエリアを対象にした利用実態の把握。

・周辺自治体の利用者を母数とした公園機能
やニーズの把握。
・公園利用実態調査では、利用者の９割が10
㎞以内から訪れる結果が出ているため、サ
ービスセンターを中心とした半径10㎞圏内を
対象とする。

（１）WEBアンケート

・地域の拠点としてどのような利用実態であったか把握
するため、近傍の住民に対しアンケートを実施。
・周辺住民からみた必要な公園機能やニーズの把握。
・近隣公園の誘致距離が500mであることを参考に、サ
ービスセンターを中心とした半径500m圏内を対象と
する。

回答者数（N＝754）（２）周辺住民アンケート

現状の守口地区とその周辺の利用状況を把握するとともに、公園利用者のニーズを把握するためにアンケートを実施した。

２．市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理
④アンケート
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④アンケート
WEBアンケート
【調査対象】周辺市町村

（守口サービスセンターを中心とした半径10km圏（左右岸区別なし））
【回答者数】N=1384
【調査方法】
・該当範囲内の楽天リサーチ登録者へアンケートを配信
・返信された回答のうち各市町村先着50名を有効回答とした
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利用したことは

ない 218

年に数日 244

月に数日 37

週に数日 16

毎日利用する 7

住民アンケート
【調査対象】周辺住民

（守口サービスセンターを中心とした半径500m圏＋α）
【回答者数】N=754
【調査方法】
・該当範囲内の各戸へアンケート用紙をポスティング

・投函締切日から１週間後までに返信のあった回答を有効回答
とした

利用頻度

766

618 性別 男性

性別 女性

3

83

270

430

361

193

44 年代 10代

年代 20代

年代 30代

年代 40代

年代 50代

年代 60代

年代 70代

277

347

129
性別 男性

性別 女性

性別 不明

2 20

61

102

141
220

139

37 32

年代 ～10代

年代 20代

年代 30代

年代 40代

年代 50代

年代 60代

年代 70代

年代 80代

年代 不明

２．市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理

n=522 n=754

※n=522は「淀川河川公園守口地区・太子橋地区・外島地区を知っていますか」
の設問に「はい」と回答した人数 10
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散歩 435 ジョギング、ウォーキング 348

サイクリング 116 野球場などの運動施設の利用 41

バーベキュー 69 自然観察 126

通勤通学 92 その他 94

④アンケート

WEBアンケート
【調査対象】周辺市町村（半径10km圏） 【回答者数】N=1384

住民アンケート
【調査対象】周辺住民（半径500m圏） 【回答者数】N=754

利用目的（複数回答）
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その他： 35 通勤、通学 11

自然観察 41 バーベキュー 66

野球場などの運動施設の利用 49 サイクリング 64

ジョギング・ウォーキング 92 散歩 148

スポーツ機能, 
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防災機能, 167

教育機能, 79
子育てサポート

機能, 116

地域交流拠点, 
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飲食、休
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その他：, 3
特にない, 109

スポーツ機能
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飲食、休憩

その他：
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スポーツ機能, 
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ン機能, 305

防災機能, 245

教育機能, 127

子育てサポート機
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地域交流機能

飲食・休憩機能

その他

不明

あるとよい機能（複数回答）

２．市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理

n=304 n=690

n=522 n=754 11



⑤合同企業ヒアリング

【参加メンバー】
・公園管理者：淀川河川事務所
・民間事業者（リース会社）
・一般財団法人公園財団

【主な意見】

舟運の話もあるようだが、船着き場などの整備は考えているのか。建物は建てられるのか。

⇒ 堤防内には箱物をつくることはできない。整備といっても、船が横付けできる桟橋等簡易的なものになる。

⇒ 水辺の整備は河川事業との調整が必要。

中之島では規制緩和がされていたりするが、考え方は違うのか。

⇒ 淀川の場合、台風時などに高水敷は水に浸かってしまうため、中之島のような利用は難しい。

公園全体の面積の捉え方によっては建ぺい率の分母が変わるため、駐車場の立体化も考えられる。

事業スキームは資料にあるどちらか（PFIまたはP-PFI）に限定しているのか。ミックスする考えはあるか。
スキームとしてはミックスの考え方の方が上手くいく印象がある。

WGで整備内容に関する意見が出ているが、法律的に不可なものはあるか。
⇒ 整備の考え方としては、淀川河川公園の基本理念に沿わないものは原則不可。

長期的な民間運営は経験がないため、何が課題となるかはわからない。

守口地区は他の国営公園よりも自由度が高いと思う。

PFI手法で20年間サブリースでテナント貸しというのはなかなか難しい。このあたりの調整ができれば可能性もあるのではないか。
事業規模が小さい場合、SPC組成のハードルが高い。

【合同ヒアリング】
・平成29年12月4日（月）
14：30～16：30

【合同ヒアリングの目的】
公園の運営管理実績のある民間事業者に対し、今後開催されるWGへ
の参加意向を確認するとともに、これまでの活動から抽出した機能や住民
アンケート結果の紹介、想定する事業スキームの紹介を行った。

【主な議題・内容】

・現地調査

・守口地区の再整備イメージ、機能について

・住民アンケート結果の報告

・官民連携手法の紹介

・意見交換

都市公園法の建ぺい率：
公園全体の2％
公募設置管理許可制度の最大建ぺい率：
公園全体で上記にプラス10％

２．市場調査結果・住民アンケート・WGによる機能整理

12
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３．機能検討過程

付加機能

●守口地区に必要なストック効果
「河川公園管理」「環境維持・改善、自然環境の保全・活用」「健康・レクリエーション空間提供」「コミュニティ形成」「観光振興」

●利用者ニーズから必要とされる機能 スポーツ、レクリエーション、飲食、物販、舟運

●具体的な施設 トイレ、シャワー室、駐車場、文化施設（図書館、音楽ホール、市民センター等）など

公益機能

公益性

収益性

サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

・自然とのふれあい
・憩い
・教育

・駐車場
・物販
・健康
・観光
・レクリエーション

公園に必要な
最低限の機能

河川公園として
あるべき機能

よりよいサービス
を提供するために
あるとよい機能

公共の管理運営体制だけでは対応しきれない

民間活力を導入し、運営の幅を広げる

公園管理や提供するサービスの質の向上を図るために
収益性のある施設を導入する
※民間が参入するメリットにもなる

官民連携の必要性について
• これまでの公園運営では、河川公園としての適切な環境維持や安全に利用できる管理が主に必要とされてきた。
• 一方で守口地区に必要なストック効果として「健康・レクリエーション空間提供」「コミュニティ形成」「観光振興」などが考えられること
から、公園の魅力を向上させる重要性が高まっている。

• 魅力を向上させるには、公園利用における付加価値が必要となるため、民間事業者の優れたアイデアやノウハウを取り入れ、より
質の高い公園運営を目指すこととする。

【守口地区に必要な機能の考え方】
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教育（研修室） 釣り体験カヌー教室

機能配分例１：自然体験型

自然体験を主軸とした利用イメージです。

淀川は都市部で身近に自然を感じること

ができる空間です。その自然を活かした各

種自然体験や活動等を行うことで、自然

環境のさらなる保全と活用に繋がります。

自然とのふれあい（バードウォッチング） 憩い（河川空間でのくつろぎ） アウトドアショップ

３．機能検討過程

〈
機
能
バ
ラ
ン
ス
〉

公益機能 付加機能

公園管理機能

自然との
ふれあい

憩い

教育

観光

レクリエ
ーション

サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

公益
機能

付加
機能

物販

駐車場
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観光（まちあるき・舟運イベント等の拠点）

憩い（軽食・休憩所）

機能配分例２：地域振興型

地域振興を主軸とした利用イメージです。

淀川が有する河川環境や歴史文化等の

資源を活用し、淀川や周辺地域とを繋ぐ回

遊性向上や地域の交流促進等を通じて、

地域振興につなげます。

交流（音楽祭） 地産品等の物販（守口大根等）

フリーマーケット

３．機能検討過程

自然との
ふれあい

交流

憩い

レクリエ
ーション

物販

サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

公益
機能

観光

駐車場

付加
機能

〈
機
能
バ
ラ
ン
ス
〉

公益機能 付加機能

公園管理機能
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健康（軽運動等の活動拠点・シャワー室） 交流（ヨガ教室）

機能配分例３： 健康型

健康を主軸とした利用イメージです。

淀川の広い河川敷を活用した運動やレクリ

エーション等の健康づくり、自然環境を利

用した癒しや休息等に役立つプログラムへ

の参加を通じて、スポーツ振興、子育て支

援等の健康・福祉面につなげます。

健康（ラジオ体操・スポーツ活動等） スポーツ系ショップ

３．機能検討過程

〈
機
能
バ
ラ
ン
ス
〉

公益機能 付加機能

公園管理機能
憩い

交流 サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

公益
機能

付加
機能

駐車場

物販

レクリエ
ーション健康



■第１回WGでの意見整理図

※水辺の利用については河川事業と要調整

利用拠点施設機能

・親水施設
・舟運船着き場
・カヌー発着場

・芝生広場で健康づくり

駐車場
淀川河川公園

駅からの動線を整備
電車利用の方や車で来訪する方にも河川公園への
行き方が分かるサイン等の表示

地下鉄守口駅

至京阪守口駅

・公園SC
・シャワー・ロッカールーム
・飲食・売店
・レクリエーション事業
（水辺アクティビティ、健康づくり等）

淀川河川公園外島地区・太子橋地区、
その他の河川敷などの河川利用者の利用拠点機能

河川公園と利用者を繋ぐゾーン

３．機能検討過程

17



４．導入可能性調査結果の報告

公益機能 付加機能

公園管理機能

①

②

③

コミュニティ
ビジネス型

ビジネス型

■充実した公益機能と必要最低限の付加機能
・公園としての公益性を重視
・付加機能は管理運営費を賄う必要最低限のもの
・運営者としての自由度は限られるが、不特定多数
の利用者に開かれた公園運営が可能

■公益機能と付加機能が同等規模
・公益性を発揮しつつ、管理運営費以外の収益も見
込める
・ある程度の公益機能を維持するため、収益性は高
いものではない

■必要最低限の公益機能と充実した付加機能
・民間事業者が運営に携わりやすい
・プログラム内容等によっては、利用者が限られる
可能性もある

概要

公益機能に加えて、一定の付加機能も持たせるために、官民連携手法による
導入可能性調査を実施。

事業の効率性（VFM ※1））を求めすぎると民間事業者の収益性が悪化するため、民間事業者の収益性と事業の効率性がバラ
ンスする条件を、施設整備段階から事業期間終了まで財務面から簡易的に試算するため、導入可能性調査を実施した。

①導入可能性調査の実施概要

自然体験型

地域振興型

健康型

機能配分の例

18
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行政財政負担軽減

代表的な官民連携手法とその分類

行政における財政負担の低減や民間の事業領域の拡大等の背景から、社会資本
整備・維持管理の手法としてPPP/PFIの活用が注目されている。

PPP ※2）：Public Private Partnership（官民連携事業）
PFI ※3）：Private Finance Initiative
⇒PPPの1手法で民間の資金・経営能力・技術能力を
活用し、公共施設等の設計・建設・更新や維持管理
運営を行う公共事業の手法

民間の事業領域拡大

出典：PFI法改正法に関する説明会 資料 内閣府HP
図.PPPの手法と分類

（出典：三井住友信託銀行HPを元に作成）

公園に適用可能なPPPの種類は？

②導入の背景

４．導入可能性調査結果の報告
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③官民連携手法の抽出

「行政財産の貸付」「指定管理者制度」「DBO」「PFI（BTO方式）」 「PFI（BOT方式）」 「PFI（BOO方式）」
「PFI（コンセッション方式）」「設置管理許可制度」 「公募設置管理制度（P-PFI） ※4）」

代表的な官民連携手法

新たに施設を整備・運営するときに適用可能な制度

「指定管理者制度」「DBO」「PFI（BTO方式）」 「PFI（BOT方式）」 「PFI（BOO方式）」 「設置管理許可制度」
「公募設置管理制度（P-PFI）」

公園内で適用可能・適用事例が多い制度

「指定管理者制度」「PFI（BTO方式）」 「PFI（BOT方式）」 「設置管理許可制度」 「公募設置管理制度（P-
PFI）」

・「指定管理者制度」は公園全体での管理を一括して実施することが求められるため適用しない。

・「設置管理許可制度」は公園内の花壇や自販機等を対象にした制度であり、民間活力活用のため
特例・要件緩和したものが「公募設置管理制度（P-PFI）」であるため適用しない。

※下記の制度は必ずしも単独の制度ではなく、整備時・
運営時などの時系列や場所・施設種別によっていくつか
の手法を組み合わせて用いることがある。

守口地区への適用性

「PFI（BTO方式）」 「PFI（BOT方式）」 「公募設置管理制度（P-PFI）」での実施を想定

４．導入可能性調査結果の報告



④収益施設の規模
建ぺい率の考え方と面積を大きな順にまとめると以下の通り。

①太子橋地区、外島地区、守口地区面積の12％
⇒ただし、休養施設や運動施設、教養施設以外の収益施設は2％（2,940㎡）以内

：17,640㎡

②都市公園法による建ぺい率2％： ：2,940㎡

ここでは建築工事中の仮設事務所との併用も考慮して、公益機能と付加機能を合わせた建築面積の最大値を
「②都市公園法による建ぺい率による面積：2,940㎡」とする。
なお、河川堤防に隣接していることや敷地が複雑な形をしていることから、建築可能な面積は約3,100㎡程度と想
定される。よって下記図の範囲に2,940㎡までを建築可として設定。

建物の建築可能範囲

４．導入可能性調査結果の報告

敷地制約による建築可能面積
（この範囲に②2,940㎡まで建築可）
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パターン1 公益機能 付加機能

公園管理 一般機能

施設整備段階

施設運営段階

・地域拠点施設・多目的室
・会議室
・各種イベント用設備

・飲食
・物販
・スポーツ系 等の施設整備

また、駐車場や花壇、園路等の
公園一部整備

・会議室等の貸し出し
・各種イベントの運営
・緑地維持管理

・飲食・物販
・スポーツ系
・駐車場 等の運営

・サービスセンター整備

・サービスセンターの運営

公募設置管理制度
（P-PFI）

国営公園維持管理業務委託

公費による整備

⑤公益機能の整備パターンの比較
公益機能の整備（サービスセンターや地域拠点施設等）について、公費での整備するパターン（パターン1）とPFIによる整備による
パターン（パターン2）を比較検討（下図の赤枠部分）し、官民連携事業による事業の効率化について確認。

パターン2 公益機能 付加機能

公園管理 一般機能

施設整備段階

施設運営段階

・地域拠点施設・多目的室
・会議室
・各種イベント用設備

・飲食
・物販
・スポーツ系 等の施設整備

また、駐車場や花壇、園路等の
公園一部整備

・会議室等の貸し出し
・各種イベントの運営
・緑地維持管理

・飲食・物販
・スポーツ系
・駐車場 等の運営

・サービスセンター整備

・サービスセンターの運営

公募設置管理制度
（P-PFI）

国営公園維持管理業務委託

PFI（サービス購入型）による整備

４．導入可能性調査結果の報告
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財政負担

公共事業で実施する場合の公的財政負担の見込み額

官民連携事業で行う場合の公的財政負担の見込み額(パターン1)

官民連携事業で行う場合の公的財政負担の見込み額(パターン2）

収入 支出

元金返済

固定資産取得

法人税

支払利息

販売管理費一般管理費

自主事業 支出

設置管理許可使用料

株式発行収入

長期借入収入

サービス購入費用（建物・緑

地整備）
駐車場収入

自主事業・イベント収入

⑥公益機能の整備パターンの比較結果（収支の比較）

○パターン1
・公益機能（公園管理と一般機能）を公費で整備するパターン

収入 支出

元金返済

固定資産取得

法人税

支払利息

販売管理費一般管理費

自主事業 支出

設置管理許可使用料

株式発行収入

長期借入収入

サービス購入費用（緑地整備）

駐車場収入

自主事業・イベント収入

20年間で民間事業者の収入が
やや支出を上回る。

20年間で民間事業者の収入が
やや支出を上回る。

○パターン2
・公益機能（公園管理と一般機能）をPFIで整備するパターン

官民連携手法の導入可否は、民間事業者の収益性が確保できることと、 通常の公共事業と比較して官民連携手法を導入した方が公共
の財政負担が少なくなることの2つを満たすことが必要条件。

公共の20年間の財政負担（現在価値化）

民間の20年間の収支（合計値） 民間の20年間の収支（合計値）

財政負担が減少

４．導入可能性調査結果の報告

民間の支出
民間の支出

民間の収入 民間の収入

2パターンとも20年間の事業で民間の収支がプラスとなることを確認

全ての施設を公共事業で整備・運営する場合と比較して
2パターンとも官民連携手法を導入した方が公共の財政負担が少なくなることを確認

全ての施設を通常の

公共事業で整備・運営

したときの財政負担

（施設整備や大規模修

繕といった支出と利用

料収入の合計値）

（利用料収入、施設整備・大規模修繕費等）

（使用料収入、サービス購入費等）
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自然との
ふれあい

憩い

教育

観光

レクリエ
ーション

例1：自然体験型

サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

公益
機能

付加
機能

物販

駐車場
自然との
ふれあい

交流

憩い

レクリエ
ーション

物販

例2：地域振興型

サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

公益
機能

観光

駐車場

付加
機能

憩い

交流

例3：健康型

サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

公益
機能

付加
機能

駐車場

物販

レクリエ
ーション健康

自然との
ふれあい

憩い教育

レクリエ
ーション

健康・自然型

公益
機能

付加
機能

駐車場

物販

健康

サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

第1回のワーキングで提示した導入機能についての配分イメージ3例（「自然体験型」「地域振興型」「健康型」）の機能配分について、これ
までの意見を踏まえて見直しを行う。

その結果、スポーツ・レクリエーション、物販・飲食、さらには河川敷との一体利用に資することができる「自然体験型」と「健康型」の機能
をミックスする「健康・自然型」を設定する。

【見直しの考え方】

・自然体験プログラムや日常的な河川敷利用を
通じて、淀川河川公園の活用の基本的な考え
方「淀川の自然環境や淀川と人とのかかわりを
次世代に引き継ぐための公園づくり」を進める

５．まとめ

・公益機能の堅実な運営と、より充実したプログラムやサービスの提供を図るため、
収益性も期待できる機能を導入し、民間事業者が参入しやすい仕組みをつくる（機
能配分イメージは中間型）

・近年の健康志向の高まりや高齢化社会への対
応を踏まえ、日常的に軽運動に取り組める場を
提供する

〈
機
能
バ
ラ
ン
ス
〉

公益機能 付加機能

公園管理機能
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淀川河川公園の特徴である都市部で身近に自然を感じることができる空間を活かした各種自然体験や活動の場

・河川敷で川のいきもの観察会を開催

・サービスセンター内の多目的室で植物などを使ったクラフト体験を開催

・桟橋を整備し、枚方市等と連携した舟運の復活

淀川の広い河川敷を活用した運動やレクリエーション等の健康づくりやリフレッシュが日常的にできる場

・ジョギングやスポーツを楽しんだ後にサービスセンター内のシャワー室で汗を流す

・河川敷を見渡せるカフェで会話を楽しむ

民間事業者が参入することで、より充実したプログラムの提供も可能となる

自然との
ふれあい

憩い教育

レクリエ
ーション

公益
機能

付加
機能

駐車場

物販

健康

サービス
センター

・公園管理
・情報提供
・活動拠点

健康・自然型機能イメージ

機 能 施設例 （河川空間の施設例） 公益 付加

公園管理 管理室、トイレ ●

情報提供 展示室、物販スペース ● ○

活動拠点 管理室、多目的室 ●

教育 展示室、多目的室、（階段護岸） ● ○

自然とのふれあい 展示室、（階段護岸、ワンド、桟橋） ● ○

憩い カフェ、（芝生広場、休憩施設） ● ○

レクリエーション 多目的室、トレーニング室、（芝生広場、運動施設） ● ○

物販 カフェ、売店 ●

健康 トレーニング室、シャワー室、（芝生広場、堤防天端） ○ ●

駐車場 緑化駐車場 ●

●・・・主要機能 ○・・・サブ機能

５．まとめ
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健康・自然型機能イメージ

ジョギング、ウォーキング
堤防、河川敷、シャワー室

ストレッチ等準備運動 トレーニング室
筋力トレーニング

トレーニング室、シャワー室
スポーツ教室

トレーニング室、運動施設、シャワー室

カフェ サービスセンター内飲食スペース
スポーツ、アウトドア系ショップ

サービスセンター内物販スペース
守口地区をPRするグッズショップ

サービスセンター内物販スペース

生涯学習教室 多目的室、河川敷
マラソン大会

堤防、河川敷、シャワー室
釣り 河川敷、桟橋
フリーマーケット 河川敷

自然観察会 河川敷、展示室
カヌー教室 河川敷
自然を紹介する企画展 展示室

公園施設の運営管理 管理室
イベント等情報発信 管理室
舟運や各種教室の受付 管理室

教育
自然との
ふれあい

憩い
レクリエーション

サービス
センター

具体的な活用例
（メニュー 実施場所）

物 販 緑化された駐車場

健康・自然型機能を導入した場合の具体的な活用例として以下のようなメニューが想定される。

駐車場

５．まとめ



機能配置イメージ【健康・自然型】

親水空間

駅からの動線

・観察の場（ワンド、階段護岸etc）
・休憩広場
・桟橋（釣り、カヌー等の乗降）

サービスセンターに公園利用者や地域住民の「健康・自然」に関する活動拠点として、また、親水空間と
まちなかとを結ぶ結節点としての機能を持たせる。

緑化した
駐車場サービスセンター

○一体化に向けた機能連携

・カフェ、ショップ
・トレーニング室、シャワー室
・多目的室、展示室
・管理室

既設公園施設の活用
・ジョギング・ウォーキング
・マラソン大会
・スポーツ教室

５．まとめ

27



項目（目安） 面積

建物

1F

守口サービスセンター 320m2

物販店舗 600m2

店舗バックヤード 50m2

会議室 50m2

廊下・トイレ・シャワー 160m2

店舗用機械室・倉庫 20m2

2F

多目的室・地域交流施設 500m2

スポーツ系施設 1,500m2

廊下・トイレ・シャワー 300m2

機械室・倉庫 100m2

飲食施設 440m2

カフェ 100m2

1F計 1,200m2

2F計 2,940m2

施設
延床計

4,140m2

駐車
場

堤防側 900m2

宅地側 6,117m2

緑地
堤防側 600m2

宅地側 1,000m2

上図の配置や機能は案として提示させていただいているものであり、今後の検討によって変更となる可能性があります。

公園管理
（サービスセンター）

一般機能
（地域拠点施設、多目的室）

付加機能
⇒P-PFI ＜凡例＞

・PFIによる整備
・P-PFIの許可範囲
・建物
・公益機能（公園管理）
・公益機能（一般利用）
・付加機能

・PFIによる整備：サービスセンター、一般機能（地域拠点施設、多目的室等）
・P-PFI：建物（付加機能）・駐車場・緑地・建物に付随する外構や園路等を、民間事業者の整備で実施

緑地整備費用は公園管理者が負担

※単純化するために建物を右上のような配置としておりますが立体的な
利用も可能です。

（イメージ）

PFIによる整備範囲

○公益機能の整備 パターン2（公益機能をPFIにより整備）のケースについて例示
配置と事業手法導入の考え方

駐車場・緑地
⇒P-PFI

駐車場・緑地
⇒P-PFI

（イメージ）

1F

2F
淀
川
河
川
敷

堤
防 2F

1F

５．まとめ
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名称 実施時期 議題等

第3回WG 2月下旬 ・再整備計画の立案
・意見交換内容のとりまとめ
・再整備計画立案に向けた導入機能等の合意形成

下流地域協議会への報告 次年度以降

４．今後の進め方６．今後の進め方

①再整備計画の立案
・WG等で出た意見のとりまとめと、導入機能への公益機能・付加機能の反映。
・整備計画平面図、機能配置図の策定
・事業スキームの決定（平成30年度以降）

②官民連携の具体化
１）官民連携スキームの比較検討
機能面や事業の特性から官民連携スキームを2～3パターンまで絞り込む。（PFI、公募設置管理許可制度が候補）

２）事業スキームの候補の抽出整理
「国・公園事務所」「主体となる事業者」「その他（施工会社、テナント等）」間の事業スキーム（事業者の負うべきリスクと資金の
流れ・契約の関係）の候補案を複数設定する。

３）導入可能性調査の実施
民間事業者が事業を継続して実施するために、施設配置や事業費等を概略（想定）で設定し、法人税や公園使用料を支払え
るか、安定した運営のために補助が必要かなど財務面での簡易的な経営シミュレーションを実施する。

③官官連携の推進
・公園事業と河川事業、まちづくりとの連携

○今後の主な検討内容

○今後の予定

29



参考資料

用語 意味

※1）
VFM VFM：Value For Money

支払いに対して最も価値の高いサービス（Value）を供給するという考え方。従来の公共事業と比べて官
民連携手法の方が総事業費をどれだけ削減できるかを示す指標です。

※2）
PPP Public Private Partnership（官民連携事業）

公民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム

※3）
PFI PFI：Private Finance Initiative

PPPの1手法で民間の資金・経営能力・技術能力を
活用し、公共施設等の設計・建設・更新や維持管理
運営を行う公共事業の手法

※4）
P-PFI 平成29年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に

資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の
一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定す
る「公募設置管理制度」のこと。都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として
「Park-PFI」（略称：P-PFI）と呼称。

参考
資料

公募対象
公園施設

都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」のこと。飲食店、売店等の公園施設であっ
て、法第5条第1項の許可の申請を行う事ができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又
は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効で
あると認められるもの。例：カフェ、レストラン、売店、屋内子供遊び場、等

参考
資料

特定公園施設 都市公園法第5条の2第2項第5号に規定する「特定公園施設」のこと。公園管理者との契約に基づき、
公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者が認定公募設置等計画に従い整備する、園路、
広場等の公園施設であって、公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の
一層の向上に寄与すると認められるもの。

出典：内閣府民間資金等活用事業推進室HP
国交省都市局HP

用語集

参-1



都市計画法による建ぺい率

用途地域：一種中高層
容積/建ぺい：200/60

14,555m2 14,555×0.6＝8,733m2

都市公園法による建ぺい率

約14.7ha

太子橋地区・外島地区・守口
地区には現在構想中の施設以
外の建築計画はないため、3地
区の面積の2％として計算

147,000×0.02＝2,940m2

都市公園法運用指針（第3版）

都市公園法

（休養施設や運動施設以外の
施設は上記2%以内に収まって
いる前提で）「休養施設、運動
施設、供用施設・・・」は10％ま
で加算できる。

147,000×0.12＝17,640m2

参考資料

建ぺい率について①

参-2



敷地制約による建築可能面積

14,555m2 建築可能面積：約3,150㎡

条件：
①堤防構造部分への基礎杭は不可
②河川管理用の道路は確保
③歩道橋は存置
④日影や容積率などの基準は都市計画法に準じる

参考資料

なお、今後面積や建築可能エリアは変動する可能性があります。

建ぺい率について②

参-3



建ぺい率の考え方と面積を大きな順にまとめると以下の通り。

参考資料

①太子橋地区、外島地区、守口地区面積の12％
⇒ただし、休養施設や運動施設、教養施設以外の収益施設は2％（2,940㎡）以内

：17,640㎡

②都市計画法による建ぺい率 敷地面積の60％ ：8,733㎡

③敷地制約による建築可能面積 ：約3,150㎡

④都市公園法による建ぺい率2％： ：2,940㎡

ここでは建築工事中の仮設事務所との併用も考慮して、公益機能と付加機能を合わせた建築面積の最大値を
「④都市公園法による建ぺい率による面積：2,940㎡」とする。
ただし、この建ぺい率には公園管理施設や公益施設等、公園に必須の機能も含まれている。
よって、休養施設や運動施設、教養施設以外の収益施設は、収益施設合計の建蔽率が2％（2,940㎡）以内に収まる範囲であれば
敷地内に増設・追加の建設可能とする。その場合はP-PFIの制度を活用する。

2,940㎡の施設形状（例）

建ぺい率について③
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事業手法

上図の配置や機能は案として提示させていただいているものであり、今後の検討によって変更となる可能性があります。

参考資料

駐車場・緑地
⇒P-PFI

駐車場・緑地
⇒P-PFI

公園管理機能
（サービスセンター）
⇒PFI BOT方式
サービス購入型

一般機能
⇒PFI BOT方式
サービス購入型

付加機能
⇒P-PFI

※単純化するために右上のような配置
としておりますが立体的な利用も可能です。

（例）

1F

2F

＜凡例＞
・PFIによる整備
・P-PFIの許可範囲
・建物
・公益機能（公園管理）
・公益機能（一般利用）
・付加機能

PFIによる整備範囲

・PFIによる整備：サービスセンター、一般機能（地域拠点施設、多目的室等）
・P-PFI：建物（付加機能）・駐車場・緑地・建物に付随する外構や園路等を、民間事業者の整備で実施

緑地整備費用は公園管理者が負担

参-5



整備主体

参考資料

駐車場・緑地
⇒民間整備
（P-PFIの特定公園施設）公園管理機能

（サービスセンター）
⇒民間整備
（PFI）

一般機能
⇒民間整備
（PFI）

付加機能
⇒民間整備
（P-PFIの公募対象公園施設）

・民間整備：
⇒駐車場・緑地は、P-PFIの特定公園施設として民間事業者が整備
⇒付加機能は、P-PFIの公募対象公園施設として民間事業者が整備
・公益機能（公園管理、一般機能）はPFI事業として民間事業者が整備

駐車場・緑地
⇒民間整備
（P-PFIの特定公園施設）

上図の配置や機能は案として提示させていただいているものであり、今後の検討によって変更となる可能性があります。

＜凡例＞
・PFIによる整備
・P-PFIの許可範囲
・建物
・公益機能（公園管理）
・公益機能（一般利用）
・付加機能
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運営主体

参考資料

駐車場・緑地
⇒有料駐車場として
民間事業者が運営
⇒緑地も委託を受けて
民間事業者が維持管理

公園管理
（サービスセンター）
⇒公園管理者から委託を受け民間事業者が運営
（淀川河川公園の維持管理の事務機能）

一般機能
⇒公園管理者から委託を受け
民間事業者が運営
（イベント開催等）

付加機能
⇒民間事業者の収益源として
民間事業者が運営

・民間運営：
⇒民間事業者の主な収益源となる収益施設を運営する。また利益の一部を特定公園施設（駐車場等）整備に還元。
⇒公益機能（公園管理、一般機能）は、公園管理者から委託を受けて民間事業者が運営する。
公園緑地の清掃・維持管理は公園管理者から委託を受けて民間事業者が実施する
⇒駐車場の運営は公園利用者の利用も含め、民間事業者が自身の収益となるよう運営する。

駐車場・緑地
⇒有料駐車場として民間事業者が運営
⇒緑地も委託を受けて民間事業者が維持管理

上図の配置や機能は案として提示させていただいているものであり、今後の検討によって変更となる可能性があります。

＜凡例＞
・PFIによる整備
・P-PFIの許可範囲
・建物
・公益機能（公園管理）
・公益機能（一般利用）
・付加機能
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整備に係る資金の流れ

参考資料

駐車場・緑地
⇒特定公園施設の一部として
緑地整備費を公園管理者が負担する。

公園管理機能
（サービスセンター）
⇒PFIにより民間事業者が整備し
整備費用をサービス購入費用
として公園管理者が負担する。

一般機能
⇒PFIにより民間事業者が整備し
整備費用をサービス購入費用
として公園管理者が負担する。

付加機能
⇒整備費用は民間事業者負担

・民間事業者負担
⇒民間事業者の収益施設（公募対象公園施設）及び駐車場・緑地・建物に付随する外構や園路等（特定公園施設）を自己資金で
負担する。

・公園管理者負担
⇒公益機能（公園管理、一般機能）の整備費用（PFI） 、緑地整備費用（P-PFI）を負担する。

上図の配置や機能は案として提示させていただいているものであり、今後の検討によって変更となる可能性があります。

駐車場・緑地
⇒特定公園施設の一部として
緑地整備費を公園管理者が負担する。 ＜凡例＞

・PFIによる整備
・P-PFIの許可範囲
・建物
・公益機能（公園管理）
・公益機能（一般利用）
・付加機能
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維持管理に係る資金の流れ

参考資料

駐車場・緑地

⇒公園全体の緑地維持管理費用は公園管
理者が負担し民間事業者へ委託する

公園管理
（サービスセンター）

⇒維持管理費用をサービス購入費
用として公園管理者が負担する。

一般機能
⇒維持管理費用をサービス購入費用
として公園管理者が負担する。

付加機能
⇒基本的に建物の維持管理と
大規模修繕は民間事業者が実施

・民間事業者負担
⇒基本的に収益施設の維持管理や大規模修繕費用は民間事業者の負担により実施する。
・公園管理者負担
⇒公益機能の維持管理費用・大規模修繕費用は公園管理者がサービス購入費用として負担する。
また緑地維持管理費用は公園管理者が負担し民間事業者へ委託する。

駐車場・緑地

⇒公園全体の緑地維持管理費用は公園管
理者が負担し民間事業者へ委託する

上図の配置や機能は案として提示させていただいているものであり、今後の検討によって変更となる可能性があります。

＜凡例＞
・PFIによる整備
・P-PFIの許可範囲
・建物
・公益機能（公園管理）
・公益機能（一般利用）
・付加機能
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○公募設置管理制度
飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する
公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益

を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用
者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的
に行う者を、公募により選定。

「事業期間の長期化」「建ぺい率の上乗せ」「占用物件（
看板等も対象とする）」といった特例がある。

○PFI（BTO方式、サービス購入型）
選定事業者が、運営を想定した施設の設計・建設を担
い、完工後に施設の所有権を公共へ移転する。運営段階
では選定事業者が施設を運営する。

サービス購入型では施設の建設・公共サービスの提供
にかかる費用を事業期間中にわたって選定事業者へ「サ
ービス購入料」として支払うため、運営の安定化、資金調
達リスクの低下、ライフサイクルコスト全体を考えたときの
初期費用の平準化が期待できる。 民間資金等活用事業推進機構 HP

国交省 HP

参考資料

官民連携手法の紹介

○PFI（BOT方式、サービス購入型）
選定事業者が、運営を想定した施設の設計・建設を担
い、完工後に施設の所有権を保有したまま、施設を運営
し、事業期間終了後に施設を公共へ譲渡する。

サービス購入型では施設の建設・公共サービスの提供
にかかる費用を事業期間中にわたって選定事業者へ「サ
ービス購入料」として支払うため、運営の安定化、資金調
達リスクの低下、ライフサイクルコスト全体を考えたときの
初期費用の平準化が期待できる。 民間資金等活用事業推進機構 HP

参-10



参考資料

外島地区、太子橋地区の利用状況（年度ごとの申請件数）

マーチング等

121

運動

25

イベント

18

マラソン

8

学校行事

6

サークル活動

2
災害訓練

1

一時使用イベント内訳 H26

マーチング等

109

運動

22

イベント

11

マラソン

8

学校行事

7

サークル活動

4 撮影

3

一時使用イベント内訳 H27

マーチング等

110
運動

28

イベント

15

マラソン

7

学校行事

11

サークル活動

10

撮影

5

野犬捕獲檻の設置

3
清掃活動

1

一時使用イベント内訳 H28

＊運動内訳

（キャッチボール、グラウンドゴルフ、体操、
おとなの運動会 等）

n=181件 n=164件

n=180件
参-11



参考資料

○大阪都市圏

○人口密度

○人口構成

守口市は大阪市の北西に隣接する、大阪都市圏を構成
する衛生都市です。

大阪と京都を結ぶ軸上に立地しており、大阪市へのアク
セス性の高さや大阪モノレールにより大阪空港にも直結し
た自治体であるため、居住性の高い都市となっています。

産業面では大手家電メーカーやその下請け企業を中心と
した中小企業が多く集積し、企業城下町を形成しています。

守口市街地と淀川 出典：守口市HP

守口市は12.71 に人口144,083人、71,226世帯が居住（2017年
10月現在）し、大阪府下で大阪市に次いで2位の人口密度を誇る
自治体です。
また隣接する門真市も大阪府下第4位の人口密度であり、周辺
の自治体と合わせて大阪都市圏を構成する住宅基盤が整ってい
る自治体です。

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

大阪市 守口市 豊中市 吹田市 門真市

人口密度

(1km2当たり)

H27国勢調査より

守口の人口構成 出典：RESAS

守口市人口ビジョンによれば、市の人口は1970年以降減
少傾向にあり、人口問題研究所のデータでは今後も人口減
少が進み、2060年ごろには9.0万人まで減少することが推計
されています。
このため、守口市では2060年の人口を11.5万人まで維持
すべく、居住環境や就業率の改善等に取り組むことが、「守
口市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中で謳われていま
す。

守口市域の紹介

参-12



参考資料

○周辺の町丁別人口（平成29年10月現在）
※大阪市旭区太子橋の人口はH22国勢調査より

○最寄駅：大阪市営地下鉄谷町線守口駅徒歩約10分

○駅乗降客数：約1.6万人/日

○国道1号線交通量：約5.2万台/24h

16,231

16,643

16,366
16,433

16,491

15,804

16,136

15,423

16,279

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

近年の地下鉄守口駅の乗降客数はおよそ1.6万人/日で推移

守口駅乗降客数（大阪市HP）

地下鉄守口駅

約600m

2番出口から徒歩約10分の距離に位置し、電車でのアクセス
も可能

周辺には中高層マンションが多く立地しており背後人口が
見込める立地。

国道1号線

守口市域の紹介
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参考資料

土居地区商店会
（京阪商店街）

京阪守口駅

京阪門真市駅

大日エリア

地下鉄守口駅

＜凡例＞
スーパー・小売店
（個人店等小規模除く）
自転車・スポーツ用品販売
ジム・フィットネス
飲食・レストラン

京阪土居駅

京阪西三荘駅

守口市体育館

淀川河川公園
守口地区

守口市域の紹介

参-14



参考資料

本ビジョンは、今後20～30年後の将
来を見据え、守口の新しい都市イメ
ージの創出につながるような魅力、
賑わい、交流が溢れる守口都市核
を目指していくための指針として、策
定したものである。

都市活力を生み出す賑わい・交流の
ため、「まちなか回遊戦略」が挙げら
れている。

守口市中心街から淀川河川公園守
口地区へつながる桃町緑道公園に
ついても、ネットワークにふくまれて
おり、今後の再整備が予定されてい
る。

○ 「守口都市核周辺における将来都市ビジョン」の策定について

淀川河川公園

守口都市核周辺における将来都市ビジョン 出典：守口市HP

守口市域の紹介

参-15
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参考資料

○淀川河川公園（太子橋地区・外島地区・守口地区）で開催されているイベント

淀川河川公園で開催されているイベントは、公園管理センターが自主的に開催しているイベントと、他の団体より利用申請を受けて開催
を許可しているイベントに大別されます。

○公園管理センターが自主的に開催しているイベント例 ○他の団体が開催しているイベント

大阪・淀川市民マラソン

市民自らがつくりあげる市民参加
型のマラソン大会として1997年に
スタートしました。

淀川河川公園 外島地区・太子橋
地区が会場となっています。

出典：淀川河川公園HP 出典：大阪・淀川市民マラソンHP
淀川舟運ウォッチング ノルディックウォーク バーベキュー教室

○淀川河川公園（太子橋地区・外島地区・守口地区）の利用者数

守口市域の紹介

参-16



■問い合わせ先■
国土交通省 近畿地方整備局
淀川河川事務所 河川環境課
〒573-1191 大阪府枚方市新町2丁目2-10
TEL 072-843-2861（代）

新たな賑わいの創出「淀川アーバンキャンプ２０１７
（短期型プログラム）」を実施！ ー淀川河川事務所ー

H29.10.9

淀川河川事務所では大阪商工会議所と連携し、水辺の賑わいづくりを高めるため、普段河川敷では体験でき
ないような体験型プログラムやこだわりのアウトドア・マルシェを行い、来て頂いた人に淀川の“良さ”を知って
もらいました。また、都心の風景と大自然の空間両方楽しめるのをウリに、特別な一時を感じてもらいました。
さらに今年は小学生高学年を対象とした「こども自然学校」を実施し、参加者に鵜殿のヨシについて知っても
らったり、干潟で取れたシジミの試食等を行ってもらいました。

活動概要
開催期間 9/30（土）～10/1（日）、

10月7日（土）～9日（月・祝）
※こども自然学校の開催は10月7日（土）～8日（日）

開催場所 淀川河川公園西中島地区
来場者数（5日間延べ） 約6,650人 ※昨年約5，300人

出店事業者数 26事業者
主催 淀川河川事務所、大阪商工会議所

参加者の声
■淀川の風がこんなに気持ち良いのかと知れた。
■会場がとてもお洒落で特別な時間を過ごせた。
■普段体験できないカヌーなどが出来て楽しかった。
■夜になると梅田の夜景がとてもきれいでうっとりした。
■来年もあれば必ず行きたい。

～堤防から見えるアーバンキャンプ会場
や梅田がとてもすてきだった～（参加者の声）

会場の様子

こども自然学校で
はBBQ体験や干潟
でシジミ取り、夜に
はヨシを使ってヨシ
灯りを作りました。

カヌー最高っー！

対岸から見る梅田
の夜景は雰囲気
バツグン！！

来て頂いた方がヨシフラッグで好きな
場所を投票・・・堤防上が一番人気

お洒落なテン
トで休憩したり
飲食したり！

高さ７mからの
スライダーは
スリル満点！

川岸の茂みを伐採し、景観作りを実施！
淀川と対岸の見晴らしがすっきりとしました！
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1

（１）淀川左岸線（２期）工事 概要

淀川左岸線（２期）工事に伴う河川公園（海老江地区）の対応方針

計画断面図 〇 工 事 概 要
① 道路BOX
② 特殊堤→緩傾斜堤防
(工事中の仮設堤防含む）
③ キャンセル掘削(仮設）

〇 事 業 主 体
大阪市建設局
阪神高速道路株式会社

〇 完成予定時期
平成38年度末

（河岸：キャンセル掘削）

公園施設に影響

高水敷 幅 減少

（２）公園管理上の課題

現況
工事期間中
完成

〇 工事期間中の公園利用に関すること

〇工事完了後の再整備

緊急用河川敷道路②緩傾斜堤防

③キャンセル掘削

野球場
ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場
陸上ﾄﾗｯｸ

野球場
⑥

ﾃﾆｽｺｰﾄ

野球場
②

野球場
③

野球場 野球場
⑤1 4駐車場

□ 少年野球場
〇 一般野球場

計画平面図

特殊提（現況）

①道路ボックス

②緩傾斜堤防

①道路ボックス

③キャンセル掘削
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※１ 淀川左岸線に伴う仮堤防の工事中は工事用道路と公園進入路が輻輳するため、安全確保のため閉園（安全確保出来る場合は開園）

※２ 仮堤防工事完了後も道路ボックスの工事により公園敷を使用するため、安全に公園利用ができ、暫定開園できるか引き続き検討
ただし、暫定開園ができた場合でも、現況より狭くなるため、現況と同じ運動施設の設置は困難。

※３ 本設の堤防工事終了後に、本格開園に向けた公園再整備工事を実施 （現況より狭くなるため、同じ施設の復旧は困難）

2

淀川左岸線（２期）工事に伴う河川公園（海老江地区）の対応方針

H29
年度

H30
年度

H31
年度

H32
年度

H33
年度

H34
年度

H35
年度

H36
年度

H37
年度

淀川左岸線２期工事

公園の開閉園

（３）工事期間中の公園施設の利用制限

検討（暫定開園 o r 閉園）※２

公園復旧工事※３

閉園※１ 閉園

（５）公園再整備スケジュール案 （時期については、関係機関との協議状況や、今後の工事の進捗状況等により変更となる場合がある）

（参考）野球場（6面）土・日・祝の利用率６０％

（４）工事完了後の再整備

H29
年度

H30
年度

H31
年度

H32
年度

H33
年度

H34
年度

H35
年度

H36
年度

H37
年度

淀川左岸線事業

公園再整備工事

関係機関協議・設計暫定供用に向けた協議

下流域地域協議会・環境委員会・河川管理者と大阪市等
との協議

再整備工事 開園▼

淀川左岸線２期工事

〇 再 整 備：高水敷面積の減少に伴う公園施設の再配置
・淀川水系河川整備計画（案）、淀川河川公園基本計画、『川でなければできない利用、川に活かされた利用』の推進も考慮
・淀川河川公園下流域地域協議会等と協議（キャンセル掘削部等、検討）
・野球場 減少：大阪市（福島区付近）の野球場等が減少

開園 開園

○計画案 （時期については、関係機関との協議状況や、今後の工事の進捗状況等により変更となる場合がある）

閉園の
予告周知



･平成２９年１０月２２日（日）に近畿地方に接近した台風２１号により、淀川の河川敷がほぼ全域に
わたり冠水し、 淀川河川公園もゴミ・ヘドロの堆積や桜の木の倒木、運動施設の損傷等
大きな被害を受け、全４０地区で閉園しました。
･淀川河川公園に設置しているトイレや管理所等を安全な場所へ移動させる施設撤去も実施しました。

水位上昇し、公園が冠水（太子橋地区）平常時（枚方地区） 桜の木の倒木及び水位上昇（背割堤地区）

公園施設撤去風景（大山崎地区）被災した運動施設（大塚地区）
水位上昇し、公園が冠水（枚方地区）
平成29年10月2３日 ７時00分

枚方大橋

枚方大橋

台風２１号について

（１）被害状況
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･台風２２号通過後の１０月３０日（月）から本格的に復旧作業を開始し、１１月１１日（土）には一部の
運動施設を除いて、４０地区全て開園しました。
・現在の状況として、毛馬地区・三矢地区・枚方地区・鳥飼上地区・大塚地区・島本地区の運動施設
の一部を閉鎖しており、平成３０年度以降に優先順位の高いところから順次復旧していきます。

倒木した桜の木の撤去状況（背割堤地区）ゴミ・ヘドロ等の撤去状況（太子橋地区）管理所の復旧状況（枚方地区）

開園後のマラソン大会風景（太間地区）運動施設の復旧状況（西中島地区） 復旧後のＢＢＱ広場（太子橋地区）

台風２１号について

（２）復旧状況及び今後の予定


